
平成 26年 12月

第 9回尼崎市議会定例会議案





目 

          目           次          

＜条例＞ 

議案第１４５号  尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例について 

議案第１４６号  尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第１４７号  尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部

を改正する条例について 

議案第１４８号  尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例を廃止する

条例について 

議案第１４９号  尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第１５０号  尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第１５１号  尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼

崎市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

＜その他＞ 

議案第１５２号  工事請負契約について(立花西小学校給食室棟改築

等工事) 

議案第１５３号  指定管理者の指定について（尼崎市立青少年いこい

の家） 

議案第１５４号  指定管理者の指定について（尼崎市立女性・勤労婦

人センター） 

議案第１５５号  指定管理者の指定について（尼崎市立園田東会館） 

議案第１５６号  指定管理者の指定について（尼崎市立総合センター） 

議案第１５７号  訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） 

議案第１５８号  市道路線の認定について 

議案第１５９号  指定管理者の指定について(阪神尼崎駅前駐車場) 

議案第１６０号  和解及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の



目 2 

決定について 

議案第１６１号  指定管理者の指定について(尼崎市立自転車等駐車

場) 

議案第１６２号  阪神水道企業団を組織する地方公共団体の数の増加

及び同企業団規約の一部変更に関する協議につい

て 



条 例
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議案第１４５号 

   尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 尼崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年尼崎市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

 付則第３６項中「児童扶養手当又は」を「児童扶養手当、」に、「、

障害児福祉手当若しくは」を「若しくは障害児福祉手当又は」に、「、

次」を「次」に、「、当該号に掲げる」を「当該号に定める」に、「残

額を」を「額を、」に改め、同項第１号中「第４条第２項第２号、第５

号若しくは第１０号若しくは第３項第２号に定める給付」を「第１３条

の２第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１号に規定する公的

年金給付」に、「）に定める」を「）に規定する」に改め、同項第２号

中「第４条第２項第３号、第８号、第９号又は第１３号に定める給付」

を「第１３条の２第１項第４号又は第２項第２号に規定する遺族補償

等」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（説 明） 

  次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援

対策推進法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第２８号）の制

定に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第１４６号 

   尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

 尼崎市火災予防条例（昭和３７年尼崎市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

目次中 

「第６章 避難管理等（第４５条－第５２条）          を 

 第７章 雑則（第５２条の２－第５９条）          」 

「第６章 避難管理等（第４５条－第５２条） 

 第６章の２ 屋外祭礼等に係る防火管理（第５２条の２・第５２ に 

条の３）                     

第７章 雑則（第５２条の４－第５９条）          」 

改める。 

 第１１条の２第１項中「として」の次に「危険物（」を、「危険物」

の次に「をいう。以下同じ。）」を加え、同項第１号から第３号までの

規定中「停止できる」を「停止させることができる」に改め、同項第４

号中「消火できる」を「消火することができる」に改める。 

 第２８条中「（法第２条第７項に規定する危険物をいう。以下同

じ。）」を削る。 

 第５２条の２を第５２条の４とする。 

第６章の次に次の１章を加える。 

   第６章の２ 屋外祭礼等に係る防火管理 

（屋外祭礼等の指定） 

第５２条の２ 消防署長は、屋外において行われる祭礼等（以下「屋外

祭礼等」という。）のうち大規模なものとして消防長が別に定める要

件に該当するもので、使用される対象火気器具等（令第５条の２第１

項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。）の周囲において火
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災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれが

あると認めるものを、指定屋外祭礼等として指定するものとする。 

２ 消防署長は、前項の規定により指定屋外祭礼等を指定しようとする

ときは、あらかじめ、その屋外祭礼等を主催する者の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、当該者から同項の規定による指定の求めがあ

ったときは、この限りでない。 

３ 消防署長は、第１項の規定により指定屋外祭礼等を指定したときは、

遅滞なく、その旨を、その指定を受けた屋外祭礼等を主催する者に通

知し、かつ、公示しなければならない。 

（指定屋外祭礼等に係る防火管理） 

第５２条の３ 指定屋外祭礼等を主催する者は、前条第１項の規定によ

る指定があったときは、速やかに、防火担当者を定め、当該防火担当

者に対し、当該指定屋外祭礼等に係る火災予防に関する計画で次の各

号に掲げる事項が記載されたもの（以下「指定屋外祭礼等火災予防計

画」という。）を作成させるとともに、当該指定屋外祭礼等火災予防

計画に基づく業務を行わせなければならない。 

 火災予防に関する業務の実施体制に関すること。 

 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いに関すること。 

 対象火気器具等が使用され、又は危険物が取り扱われる露店等

（露店、屋台その他これらに類するものをいう。以下同じ。）及び

客席の火災予防上安全な配置に関すること。 

 対象火気器具等を使用する場合における消火準備に関すること。 

 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に

関すること。 

 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な事項 

２ 指定屋外祭礼等を主催する者は、当該指定屋外祭礼等を開催する日

（２日以上の期間にわたって開催される指定屋外祭礼等にあっては、

当該期間の初日）の１４日前の日（同日以後に前条第１項の規定によ

る指定があった場合は、消防署長が指定する日）までに、指定屋外祭

礼等火災予防計画を消防署長に提出しなければならない。 



議 146-3 

 第５６条第４号中「（露店、屋台その他これらに類するものをいう。

以下同じ。）」及び「令第５条の２第１項に規定する」を削る。 

 第６０条に次の１号を加える。 

 第５２条の３第２項の規定に違反して、指定屋外祭礼等火災予防

計画を提出しなかった者 

 第６１条中「法人の代表者」を「法人（法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者

若しくは管理人」に、「も各本条に係る」を「同条の」に改め、同条た

だし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代

表者又は管理人がその訴訟行為につき当該団体を代表するほか、法人

を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用

する。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して１４日を経過する日までに終了す

る屋外祭礼等（この条例による改正後の尼崎市火災予防条例（以下

「改正後の条例」という。）第５２条の２第１項に規定する屋外祭礼

等をいう。）については、改正後の条例第６章の２の規定は、適用し

ない。 

（説 明） 

  屋外で行う祭礼等において防火管理制度を運用することに伴い、条

例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第１４７号 

尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、 

設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例に 

ついて 

尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、 

設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例 

尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等を定める条例（平成２４年尼崎市条例第５２号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第６項中「努めるものとする」を「努めなければならない」に

改める。 

第１５条を第２０条とする。 

第１４条第２項中「第８条第３項」を「第１０条第３項」に改め、同

条を第１７条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者） 

第１８条 法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１にお

いて読み替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する場合

を含む。）の条例で定める者は、施行規則第１４０条の３４の２に規

定する基準による者で、暴力団等でないものとする。 

（地域包括支援センターの職員等の基準）

第１９条 法第１１５条の４６第４項の条例で定める基準は、次項から

第４項までに規定するもののほか、施行規則第１４０条の６６に規定

する基準（同条第１号に規定する基準を除く。以下この条において

「実施基準」という。）（実施基準の特例として定められている基準

がある場合には、その基準を含む。）のとおりとする。

２  地域包括支援センター（以下この条において「センター」とい
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う。）の設置者は、センターごとに、専らその職務に従事する常勤の

職員で次の各号に掲げるものを、原則として別表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に従って置かなければなら

ない。

 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第２条に規

定する保健師その他これに準ずる者 

 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条

第１項に規定する社会福祉士その他これに準ずる者 

 主任介護支援専門員（施行規則第１４０条の６６第１号イ に規

定する主任介護支援専門員をいう。）その他これに準ずる者

３ センターの設置者は、センターにおける包括的支援事業に関する記

録（市長が別に定めるものに限る。）を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。

４ 第３条第３項の規定はセンターの設置者について、同条第４項の規

定はセンターについて準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、規則で定める。 

第１３条中「介護保険法施行規則」を「施行規則」に改め、同条を第

１６条とする。 

第１２条中「介護保険法施行規則」を「施行規則」に改め、同条を第

１５条とし、第９条から第１１条までを３条ずつ繰り下げる。 

第８条を第１０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（法第７９条第２項第１号の条例で定める者） 

第１１条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準

用する場合を含む。）の条例で定める者は、施行規則第１３２条の３

の２に規定する基準による者で、暴力団等でないものとする。 

第７条中「介護保険法施行規則」を「施行規則」に改め、同条を第９

条とし、第６条を第８条とする。 

第５条中「平成１１年厚生省令第３６号」の次に「。以下「施行規

則」という。」を加え、同条を第７条とする。 

第４条第２項中「前条第２項」を「第３条第２項」に改め、同条を第
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５条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準） 

第６条 法第５９条第１項第１号の条例で定める基準（以下「基準該当

介護予防支援事業基準」という。）並びに法第１１５条の２４第１項

の条例で定める基準及び員数並びに同条第２項の条例で定める基準

（以下「指定介護予防支援事業基準」という。）は、次項及び第３項

に規定するもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下この条におい

て「省令」という。）に定める基準（当該基準の特例として定められ

ている基準がある場合には、その基準を含む。）のとおりとする。こ

の場合において、省令第２８条第２項（省令第３２条において準用す

る場合を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

２ 第３条第３項から第８項まで及び第４条第２項の規定は、指定介護

予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定介護予防支援以外の介護予防支援

又はこれに相当するサービスを行う事業所が本市の区域外にある場合

における当該事業所に係る基準該当介護予防支援事業基準は、当該事

業所の存する市町村が定める指定介護予防支援事業基準のとおりとす

る。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準） 

第４条 法第４７条第１項第１号の条例で定める基準並びに法第８１条

第１項の条例で定める員数及び同条第２項の条例で定める基準は、次

項及び第３項に規定するもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下この条

において「省令」という。）に定める基準（当該基準の特例として定

められている基準がある場合には、その基準を含む。）のとおりとす

る。この場合において、省令第２９条第２項（省令第３０条において
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準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

２ 介護支援専門員（省令第２条第１項に規定する介護支援専門員をい

う。）は、省令第１３条第８号（同条第１５号及び省令第３０条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により居宅サービス計画の原案を

作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。 

３ 前条第３項から第８項までの規定は、指定居宅介護支援の事業及び

基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、規則で定める。 

付則の次に次の別表を加える。 

別表 

センターが担当する区域

内に居住する第１号被保

険者の人数 

人員配置基準 

おおむね３，０００人以

上６，０００人未満 

第１９条第２項第１号から第３号までに

掲げる者（以下「保健師等」という。）

のそれぞれ１人 

おおむね６，０００人以

上８，０００人未満 

保健師等のそれぞれ１人及び保健師等の

うちいずれか１人 

おおむね８，０００人以

上１０，０００人未満 

保健師等のそれぞれ１人及び保健師等の

うちの２者のそれぞれ１人 

おおむね１０，０００人

以上１２，０００人未満 
保健師等のそれぞれ２人 

おおむね１２，０００人

以上１４，０００人未満 

保健師等のそれぞれ２人及び保健師等の

うちいずれか１人 

おおむね１４，０００人

以上１６，０００人未満 

保健師等のそれぞれ２人及び保健師等の

うちの２者のそれぞれ１人 

   付 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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（説 明）  

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（平成２５年法律第４４号）の施

行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。





議 148 

議案第１４８号 

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例を廃止する条例につ 

いて 

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例を廃止する条例を次のように

制定する。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例を廃止する条例 

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例（平成２５年尼崎市条例第６

６号）は、廃止する。 

   付 則 

 この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

（説 明） 

児童福祉法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４７号）の制

定に伴い、条例を廃止する必要があることから、本案を提出する。 
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議案第１４９号 

   尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 尼崎市国民健康保険条例（昭和３４年尼崎市条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条第１項中「３９０，０００円」を「４０４，０００円」に改め

る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市国民健康保険条例第５条第１項の規

定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について

適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の

例による。 

（説 明） 

  出産育児一時金を見直すため、条例改正が必要であることから、本

案を提出する。 





議 150 

議案第１５０号 

尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

尼崎市企業立地促進条例（平成１６年尼崎市条例第４６号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「市内」を「本市内」に、「地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第６条第２項の規定による市税の不均一の課税を行う」を「奨

励金を支給する」に改める。

第２条第２号中「別表」を「別表第１」に、「市内」を「本市内」に

改め、「地方税法」の次に「（昭和２５年法律第２２６号）」を加え、

「に掲げる行為」を「のいずれかに掲げる行為（貨物運送を行う事業、

倉庫業又は卸売業（以下「貨物運送事業等」という。）を営む場合にあ

っては、アに掲げる行為に限る。）」に改め、同号イ中「更新（」の次

に「中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。）以外の会社等にあっ

ては、」を加える。 

第３条第１項中「次の各号」を「第１号及び第２号に掲げる要件を備

える会社等で第３号から第５号まで」に、「会社等が第６条に規定する

固定資産税等の不均一課税の措置」を「ものは、第６条の規定による奨

励金の支給」に改め、同項第３号を削り、同項第２号中「の人数が」を

「について」に改め、同号ア中「市内」を「本市内」に、「有しない」

を「有していない」に改め、「ために」の次に「本市内に」を加え、「、

事業」を「、対象事業」に、「５０人（中小企業者にあっては、１０人。

イにおいて同じ。）」を「別表第２の左欄に掲げる事業所の区分及び同

表の右欄に掲げる会社等の区分に応じ、それぞれ同表に定める人数」に

改め、同号イ中「市内」を「本市内」に、「有する」を「有している」

に、「、事業」を「、対象事業」に、「５０人を下回るときは、５０
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人」を「別表第２の左欄に掲げる事業所の区分及び同表の右欄に掲げる

会社等の区分に応じ、それぞれ同表に定める人数を下回るときは、当該

人数」に改め、同号ウ中「事業」を「対象事業」に改め、「新たに」の

次に「事業所の」を加え、「市内」を「本市内」に改め、「３分の１」

の次に「（貨物運送事業等を営む場合にあっては、２分の１）」を加え、

同号を同項第４号とし、同項第１号中「市内」を「本市内」に、「有す

る」を「有している」に改め、「（中小企業基本法（昭和３８年法律第

１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。）」

を削り、「１億円（土地に地上権（地代の支払をするものに限る。）又

は賃借権を設定する場合にあっては、５，０００万円）」を「３，００

０万円」に改め、同号を同項第３号とし、同項に第１号及び第２号とし

て次のように加える。

 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条

第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及び同条

第４号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 市税を滞納していないこと。 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

 貨物運送事業等を営む場合にあっては、事業所の常勤従業員の人

数の当該事業所の延べ床面積に対する割合が１５０分の１以上であ

ること。 

 第３条第３項中「おいて」の次に「、当該申請をした会社等が同項第

１号及び第２号に掲げる要件を備え、かつ」を加え、「同項各号」を「、

同項第３号から第５号まで」に、「備え、かつ」を「備えるとともに」

に改め、同条第４項中「前項の」の次に「規定による」を加え、「者

（」を「会社等（」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

（奨励金の支給） 

第６条 市長は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、次に掲げる奨励

金の区分に応じ、当該号に定める額の奨励金を支給することができる。

 企業立地奨励金 次に掲げる額の合計額
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  ア 認定事業者がその認定事業計画に基づいて取得し、新築し、若

しくは増築した家屋（以下「認定事業用家屋」という。）又は取

得した償却資産で当該認定事業者が所有し、かつ、その認定事業

の用に供するものに対して課される固定資産税（増築した家屋に

あっては、その増築部分の評価額に対応する部分に限る。）で、

当該認定事業者が当該認定事業用家屋又は償却資産を所有するこ

ととなった日（以下アにおいて「取得日」という。）の属する年

の翌年の１月１日（当該取得日が１月１日である場合は、同日）

を賦課期日とするものの額に相当する額

  イ 認定事業者が認定事業用家屋で当該認定事業者が所有し、かつ、

その認定事業の用に供するものに対して課される都市計画税（増

築した家屋にあっては、その増築部分の評価額に対応する部分に

限る。）で、当該認定事業者が当該認定事業用家屋を所有するこ

ととなった日（以下イにおいて「取得日」という。）の属する年

の翌年の１月１日（当該取得日が１月１日である場合は、同日）

を賦課期日とするものの額に相当する額

 従業員市内居住奨励金 次に掲げる額の合計額

  ア 認定事業に係る事業所における常勤従業員（当該認定事業に係

る第３条第１項の規定による認定の申請があった日から当該認定

事業が開始された日から起算して２年を経過する日（以下「転入

期限」という。）までの間に本市外から本市内への転入（住民基

本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する

転入をいう。）（以下「市内転入」という。）をした者で、当該

市内転入をした日から引き続き１年以上本市内に住所を有してい

るものに限る。以下「新規転入従業員」という。）の属する世帯

（新規転入従業員と生計を同じくしている者の集まりをいう。イ

において同じ。）の数に５万円を乗じて得た額

  イ 新規転入従業員で市内転入をした日から転入期限までの間に本

市内において住宅（新規転入従業員が取得し、又は新築したもの

に限る。）に居住することとなったものの属する世帯の数に５万
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円を乗じて得た額

 第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とする。 

 第１０条第１項中第４号を第６号とし、第１号から第３号までを２号

ずつ繰り下げ、同項に第１号及び第２号として次のように加える。 

 偽りその他不正の手段により企業立地認定を受けたとき。

 第３条第１項第１号又は第２号に掲げる要件のいずれかを欠いて

いるとき。 

 第１０条第３項中「行われた第６条の規定に基づく固定資産税及び都

市計画税の軽減措置」を「第６条の規定により支給した奨励金」に、

「効力の」を「効力が」に改め、同条第４項中「第１項第３号に該当す

ることを理由に同項」を「第１項」に、「固定資産税及び都市計画税の

軽減を受けていた期間内において同条の規定により控除された額の合計

額」を「支給した奨励金（その取消しの効力が及ぶ範囲に限る。）の

額」に、「を支払わせる」を「の返還を命ずる」に改め、同条を第９条

とする。 

第１１条第１項中「第３条第１項第２号ウ」を「第３条第１項第４号

ウ」に、「市内」を「本市内」に改め、同条第２項中「開発等」を「開

発、物品の集配又は保管、卸売等」に改め、同条を第１０条とし、第１

２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とし、同条の次に次の１条を

加える。 

（共同企業体に関する特例）

第１３条 会社等及び当該会社等と規則で定める資本関係を有する会社

等により構成される団体でその結成を市長に届け出たもの（以下「共

同企業体」という。）については、当該共同企業体を会社等と、規則

で定める要件を備える共同企業体を中小企業者とみなして、第２条か

ら前条まで、別表第１及び別表第２の規定を適用する。この場合にお

いて、第２条第１号中「がその」とあるのは「で共同企業体（第１３

条第１項に規定する共同企業体をいう。次号、次条第１項、第３項及

び第４項、第９条第４項並びに別表第２において同じ。）を構成する

もの（以下「構成企業」という。）がその」と、同条第２号中「会社
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等が」とあるのは「構成企業が」と、「次」とあるのは「当該構成企

業により構成される共同企業体の他の構成企業が次」と、同号イ中

「中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。）」とあるのは「第

１３条第１項に規定する規則で定める要件を備える共同企業体（次条

第１項第３号及び別表第２において「中小共同企業体」という。）」

と、「会社等」とあるのは「共同企業体の構成企業」と、第３条第１

項中「会社等で」とあるのは「会社等により構成される共同企業体

で」と、同項第３号中「会社等が、」とあるのは「構成企業が」と、

「前に」とあるのは「前に当該構成企業が」と、「行おう」とあるの

は「当該構成企業により構成される共同企業体が行おう」と、「中小

企業者」とあるのは「中小共同企業体」と、同項第４号ア中「現に」

とあるのは「現にその構成企業がいずれも」と、「会社等が」とある

のは「場合において、これらの構成企業のいずれかが」と、「場合に

あっては」とあるのは「ときは」と、「会社等の」とあるのは「共同

企業体の」と、同号イ中「現に」とあるのは「現にその構成企業のい

ずれかが」と、「会社等が」とあるのは「場合において、これらの構

成企業のいずれかが」と、「場合にあっては」とあるのは「ときは」

と、「会社等の」とあるのは「共同企業体の」と、同号ウ中「会社

等」とあるのは「その構成企業」と、同条第３項中「会社等が」とあ

るのは「共同企業体の構成企業が」と、同項第３号中「会社等」とあ

るのは「構成企業」と、同条第４項中「会社等」とあるのは「共同企

業体」と、「いう。）は」とあるのは「いう。）の構成企業（対象事

業を行う会社等に限る。）は」と、第６条第１号ア中「がその」とあ

るのは「の構成企業がその」と、「当該認定事業者」とあるのは「当

該構成企業」と、同号イ中「が認定事業用家屋」とあるのは「の構成

企業が認定事業用家屋」と、「当該認定事業者」とあるのは「当該構

成企業」と、第９条第１項第２号中「第３条第１項第１号」とあるの

は「その構成企業が第３条第１項第１号」と、同項第４号中「第３条

第４項」とあるのは「その構成企業（認定事業を行う会社等に限る。
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次号及び次条において同じ。）が第３条第４項」と、同項第５号中

「次条第２項」とあるのは「その構成企業が次条第２項」と、同条第

４項中「会社等」とあるのは「共同企業体及びその構成企業」と、第

１０条中「認定事業者」とあるのは「認定事業者の構成企業」と、別

表第２中「会社等」とあるのは「共同企業体」と、「中小企業者」と

あるのは「中小共同企業体」とする。

２ 市長は、共同企業体が認定事業者（会社等に限る。以下この項にお

いて同じ。）及び他の会社等を構成員として結成され、かつ、当該認

定事業者が事業譲渡、分割等の事由により当該他の会社等に対しその

認定事業計画に基づく企業立地に係る固定資産又はその認定事業のい

ずれか一方を承継させた場合において、当該他の会社等が第３条第１

項第１号及び第２号に掲げる要件を備えていると認めるときは、当該

共同企業体を認定事業者とみなして、前項の規定の例により第４条か

ら前条までの規定を適用することができる。

 付則第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」

に改める。

 別表中

「

上記以外の製造業 を

」 

「

上記の製造業以外の製造業

貨物運送を行う事業、倉庫業及び卸売業（就労機会の創出に資

すると市長が認めるものに限る。）

に

」  

改め、同表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２

会 社 等 
事  業  所 

中小企業者以 中小企業者 
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外の会社等 

１  研究又は開発を行う事業所（次

項に掲げる事業所を除く。） 
１０人 ４人

２  貨物運送事業等を営むための事

業所 
１００人 ２０人

３  前２項に掲げる事業所以外の事

業所 
５０人 ４人

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、付則第２

項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市企業立地促進条例（以下「改正後の

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例

第３条第１項の規定による認定の申請をする会社、個人及び改正後の

条例第１３条第１項に規定する共同企業体について適用し、同日前に

この条例による改正前の尼崎市企業立地促進条例第３条第１項の規定

による認定の申請をした会社及び個人については、なお従前の例によ

る。 

（説 明） 

企業立地促進制度を見直すため、条例改正が必要であることから、

本案を提出する。 
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議案第１５１号 

   尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼崎市下水 

道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼崎市下水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例及び尼崎市下水 

道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例（昭和４１年尼崎

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を削る。 

（尼崎市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 尼崎市下水道事業の設置等に関する条例（平成元年尼崎市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を削り、第６条を第５条とする。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（説 明） 

  地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成２４年総務

省令第６号）の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を

提出する。 





その他
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議案第１５２号 

   工事請負契約について 

 立花西小学校給食室棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  立花西小学校給食室棟改築等工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市南武庫之荘３丁目１４番９号 

         工事概要 給食室棟改築等工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ２１４，７９０，４００円 

５ 契約の相手方 尼崎市七松町２丁目２７番２３号 

          株式会社オカモト・コンストラクション・システ 

          ム 

           代表取締役 岡 本 征 夫 

（説 明） 

  立花西小学校給食室棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

本案を提出する。 
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（参 考） 

   工事概要 

種 別 内                容 

建 築 

給食室棟改築工事 

鉄骨造り 平屋建て １棟 

敷地面積  ２０，４４４．５８平方メートル 

建築面積     ４５９．４３平方メートル 

延べ面積     ４９５．８１平方メートル 

既存校舎等解体工事（東棟、給食室棟等） 

既存校舎改修工事（南棟等） 

屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等） 
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議案第１５３号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立青少年いこいの家の指定管理者を次のとおり指定するため、

議決を求める。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立青少年いこいの家 

２ 施設の位置  兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山６番地の１ 

３ 指定管理者  尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

          尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共

同体 

           代表者 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業 

 団 

理事長 村 山 保 夫 

４ 指定期間   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（説 明） 

尼崎市立青少年いこいの家の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 
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議案第１５４号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立女性・勤労婦人センターの指定管理者を次のとおり指定する

ため、議決を求める。 

  平成２６年１２月２日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立女性・勤労婦人センター 

２ 施設の位置  尼崎市南武庫之荘３丁目３６番１号 

３ 指定管理者  尼崎市潮江３丁目４番１８号 

          特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

           理事長 川 本 ミ ハ ル 

４ 指定期間   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立女性・勤労婦人センターの指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 
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議案第１５５号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立園田東会館の指定管理者を次のとおり指定するため、議決を求

める。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立園田東会館 

２ 施設の位置  尼崎市戸ノ内町２丁目９番１号 

３ 指定管理者  大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 

          株式会社ハウスビルシステム 

           代表取締役 坂 下 芳 史 

４ 指定期間   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立園田東会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 156 

議案第１５６号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立総合センターの指定管理者を次のとおり指定するため、議決

を求める。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

 尼崎市立上ノ島総合センター本館 尼崎市南塚口町８丁目７番２

５号 

  尼崎市立上ノ島総合センター分館 尼崎市南塚口町８丁目２２番

１８号 

 尼崎市立神崎総合センター分館  尼崎市神崎町１４番２２号 

 尼崎市立水堂総合センター本館  尼崎市水堂町２丁目３５番１

号 

  尼崎市立水堂総合センター分館  尼崎市水堂町２丁目３４番２

１号 

 尼崎市立今北総合センター    尼崎市西立花町３丁目１４番

１号 

 尼崎市立南武庫之荘総合センター  尼崎市南武庫之荘１１丁目６

番１５号 

 尼崎市立塚口総合センター    尼崎市塚口本町２丁目２８番

１１号 

２ 指定管理者 

 尼崎市立上ノ島総合センター本館及び尼崎市立上ノ島総合センタ

ー分館  

尼崎市南塚口町８丁目７番１１号 

社会福祉法人いきいきのびのび 

理事 橋 本 貴 美 男 

 尼崎市立神崎総合センター分館  

尼崎市神崎町１４番２２号 
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特定非営利活動法人スマイルひろば 

理事 田 中 正 三 

  尼崎市立水堂総合センター本館及び尼崎市立水堂総合センタ

ー分館  

尼崎市水堂町２丁目３１番７－２０１号 

      水堂総合センター運営委員会 

       理事長 田 村  孝 

 尼崎市立今北総合センター   

尼崎市西立花町３丁目１４番１号 

      特定非営利活動法人人権センター東今北 

       理事 豊 島 俊 彦 

 尼崎市立南武庫之荘総合センター  

尼崎市御園町５番地尼崎土井ビルディング２階Ｃ号室 

特定非営利活動法人シンフォニー 

理事 山 崎  勲 

 尼崎市立塚口総合センター  

大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 

株式会社ハウスビルシステム 

代表取締役 坂 下 芳 史 

３ 指定期間  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（説 明） 

尼崎市立総合センターの指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 







議 158 

議案第１５８号 

市道路線の認定について 

市道路線を次のとおり認定するため、議決を求める。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

起     点 
路    線    名 

終     点 

武庫豊町２丁目１－１４５ 
市 道 第 ８ ４ ４ 号 線 

武庫豊町２丁目１－１５７ 

武庫豊町２丁目１－１７１ 
市 道 第 ８ ４ ５ 号 線 

武庫豊町２丁目１－１５９ 

武庫豊町２丁目１－１４４ 
市 道 第 ８ ４ ６ 号 線 

武庫豊町２丁目１－１７０ 

武庫豊町２丁目１－１９９ 
市 道 第 ８ ４ ７ 号 線 

武庫豊町２丁目１－２１１ 

武庫豊町２丁目１－２１７ 
市 道 第 ８ ４ ８ 号 線 

武庫豊町２丁目１－２２２ 

（説 明） 

  開発事業の帰属に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８４４号線 

          市道第８４５号線 

           市道第８４６号線 

           市道第８４７号線 

           市道第８４８号線 

以上の路線を認定するため道路法第８条第２項の規定により、本案
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を提出する。 

（参 考） 

市道路線の認定図（別紙） 



!

!

!

! !

!

!

!

市道路線の認定図(Ｓ=1/1500)

凡例

新規認定路線

起点

終点

既認定路線
終点

起点

：新規認定路線

：既認定路線

延長＝104.5ｍ　幅員＝6.00ｍ

起点：武庫豊町2丁目1-145
終点：武庫豊町2丁目1-157

市道第８４４号線

延長＝119.5ｍ　幅員＝6.00ｍ

起点：武庫豊町2丁目1-171
終点：武庫豊町2丁目1-159

市道第８４５号線

延長＝84.4ｍ　幅員＝8.00ｍ

起点：武庫豊町2丁目1-144
終点：武庫豊町2丁目1-170

市道第８４６号線

延長＝106.2ｍ　幅員＝6.00ｍ

起点：武庫豊町2丁目1-199
終点：武庫豊町2丁目1-211

市道第８４７号線

延長＝95.3ｍ　幅員＝6.00ｍ

起点：武庫豊町2丁目1-217
終点：武庫豊町2丁目1-222

市道第８４８号線

No.1
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議案第１５９号 

   指定管理者の指定について 

 阪神尼崎駅前駐車場の指定管理者を次のとおり指定するため、議決を

求める。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  阪神尼崎駅前駐車場 

２ 施設の位置  尼崎市神田中通１丁目１番地 

３ 指定管理者  東京都千代田区有楽町２丁目７番１号 

タイムズ２４株式会社 

           代表取締役 西 川 光 一 

４ 指定期間   平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

（説 明） 

  阪神尼崎駅前駐車場の指定管理者を指定するため、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 









議 161 

議案第１６１号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立自転車等駐車場の指定管理者を次のとおり指定するため、議

決を求める。 

平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

 尼崎市立立花駅第１自転車駐車場 尼崎市西立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第２自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第３自転車駐車場 尼崎市七松町１丁目 

 尼崎市立立花駅第４自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第５自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第６自転車駐車場 尼崎市七松町２丁目 

 尼崎市立立花駅第７自転車駐車場 尼崎市立花町４丁目 

 尼崎市立立花駅南地下自転車駐車場 尼崎市七松町１丁目 

 尼崎市立武庫之荘駅第１自転車駐車場 尼崎市南武庫之荘１丁目 

 尼崎市立ＪＲ尼崎駅南自転車駐車場 尼崎市長洲本通１丁目 

 尼崎市立ＪＲ尼崎駅北自転車駐車場 尼崎市潮江１丁目 

 尼崎市立出屋敷駅北自転車駐車場 尼崎市竹谷町２丁目 

２ 指定管理者 

 １に掲げる から の施設

尼崎市南塚口町４丁目１番４４号 

尼崎中高年事業（株）・（公社）尼崎市シルバー人材セン

ター共同事業体 

代表者 尼崎中高年事業株式会社 

代表取締役社長 村 山 保 夫 

 １に掲げる と の施設

東京都中央区日本橋茅場町３丁目１番１１号 

（公財）自転車駐車場整備センター・（株）駐輪サービス

共同事業体 
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代表者 公益財団法人自転車駐車場整備センター 

理事長 加 藤 利 男 

 １に掲げる の施設

大阪市福島区海老江１丁目１番３１号 

株式会社阪神ステーションネット・株式会社アーキエムズ 

共同事業体 

代表者 株式会社阪神ステーションネット 

代表取締役社長 小 林 幹 彦 

３ 指定期間   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立自転車等駐車場の指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 



議 162 

議案第１６２号 

   阪神水道企業団を組織する地方公共団体の数の増加及び同企 

業団規約の一部変更に関する協議について 

 阪神水道企業団に宝塚市を加入させ、同企業団規約の一部を次のとお

り変更することについて、神戸市、西宮市、芦屋市及び宝塚市と協議す

るため、議決を求める。 

  平成２６年１２月２日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

阪神水道企業団規約の一部を変更する規約 

 阪神水道企業団規約（昭和３７年兵庫県指令地第１７００号）の一部

を次のように変更する。 

    「神戸市  「神戸市 

      尼崎市   尼崎市 

第２条中 西宮市 を 西宮市 に改める。 

      芦屋市」  芦屋市 

            宝塚市」 

     「神戸市 ８人  「神戸市 ８人 

      尼崎市 ４人   尼崎市 ３人 

第６条中 西宮市 ２人 を 西宮市 ２人 に改める。 

      芦屋市 １人」  芦屋市 １人 

               宝塚市 １人」 

第７条を次のように改める。 

（議員の選任の方法） 

第７条 前条の企業団を組織する市から選出する議員は、それぞれの市

議会においてその市議会議員のうちから選挙する。 

第８条中「前条に規定する市長及び」を削る。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（運営協議会の設置） 

第１５条の２ 企業団の事務に関する特に重要な事項を協議するため、

運営協議会を置く。 
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２ 運営協議会は、企業団を組織する市の長で構成する。 

３ 運営協議会に管理者会を置く。 

４ 運営協議会に必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

（説 明） 

阪神水道企業団に宝塚市を加入させ、同企業団規約の一部を変更す

る必要があることから、地方自治法第２９０条の規定により、本案を

提出する。 


